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本号で公布された主な条例のあらまし 

  

    

 

 

 

◇新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（新潟県条例第30号） 

１ 市町村に移譲する事務に関する規定の整備 

  地方自治法の規定による事務処理の特例制度に基づき、市町村に移譲する事務に関する規定を整備すること

としました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、令和２年４月１日から施行することとしました。 

 

◇使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例（新潟県条例第31号） 

１ 使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備 

 新潟県行財政改革行動計画に基づく歳入確保策の一環として、使用料及び手数料の見直しを行ったことに伴

い、次の条例の規定のうち使用料及び手数料に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

(1) 新潟県港湾管理条例（第１条関係） 

(2) 新潟県病院事業の設置等に関する条例（第２条関係） 

(3) 新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例（第３条関係） 

(4) 新潟県立職業能力開発校条例（第４条関係） 

(5) 新潟県少年自然の家条例（第５条関係） 

(6) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例（第６条関係） 

(7) 新潟県農業大学校条例（第７条関係） 

(8) 新潟県立生涯学習推進センター条例（第８条関係） 

(9) 新潟県介護保険法関係手数料条例（第９条関係） 

(10) 新潟県クリーニング業法施行条例（第10条関係） 

(11) 新潟県手数料条例（第11条関係） 

(12) 新潟県大麻取締法施行条例（第12条関係） 

(13) 新潟県覚せい
、、

剤取締法施行条例（第13条関係） 

(14) 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例（第14条関係） 

(15) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例（第15条関係） 

(16) 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例（第16条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、令和年２年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例（新潟県条例第32号） 

１ 手数料の改正 

  毒物及び劇物取締法の改正により、毒物又は劇物の原体の事業者の登録に係る事務及び権限が国から都道府

県へ移譲されたことに伴い、毒物又は劇物の原体の事業者の登録の申請に係る経由手数料を徴収しないことと

する等の改正を行うこととしました｡(別表関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、令和２年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県内水面水産試験場手数料徴収条例（新潟県条例第33号） 

１ 輸出水産動物に係る証明書交付手数料 

  新潟県行財政改革行動計画に基づく歳入確保策の一環として、使用料及び手数料の見直しを行ったことに伴

い、新潟県内水面水産試験場において輸出用の水産動物（こい及び金魚に限る｡)が特定の伝染性疾病の病原体

を広げるおそれがないことを証する証明書の交付を受けようとする者から手数料を徴収することとしました｡ 

２ 施行期日 

  この条例は、令和２年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県流域下水道事業の設置等に関する条例（新潟県条例第35号） 
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条   例 

次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

(2) 使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

(3) 新潟県毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例 

(4) 新潟県内水面水産試験場手数料徴収条例 

(5) 建築士法の特例等に関する条例の一部を改正する条例 

(6) 新潟県流域下水道事業の設置等に関する条例 

(7) 新潟県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

令和元年12月27日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 

１ 地方公営企業法の財務規定等の適用 

  新潟県流域下水道事業の経営基盤の強化等を図るため、同事業に地方公営企業法に規定する財務規定等を適

用することとしました｡(第２条関係） 

２ 施行期日 

  この条例は、令和２年４月１日から施行することとしました。 

 

◇新潟県暴力団排除条例の一部を改正する条例（新潟県条例第36号） 

１ 暴力団排除特別強化区域の追加 

  暴力団排除特別強化区域として、新たに長岡市の５区域を指定することとしました｡(第17条関係) 

２ 自首減免規定の整備 

  暴力団排除特別強化区域における特定営業者が自首した場合、刑を減免することができる規定を整備す

ることとしました｡(第24条関係) 

３ 施行期日 

  この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。 
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新潟県条例第30号 

新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成12年新潟県条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正後の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線が引かれた別表の細目の項及び号（以下「移動後別

表細目項等」という｡)に対応する次の表の改正前の欄中別表の細目の項及び号の表示に下線が引かれた別表の細

目の項及び号（以下「移動別表細目項等」という｡)が存在する場合には当該移動別表細目項等を当該移動後別表

細目項等とし、移動後別表細目項等に対応する移動別表細目項等が存在しない場合には当該移動後別表細目項等

（以下「追加別表細目項等」という｡)を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項及び号の表示を除く。以下「改正部分」という｡)

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の項及び号の表示並びに追加別表細目項等を

除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合に

は当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加え

る。 

改 正 後 改 正 前 

  別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 

10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(9) （略） 

三条市

及び上

越市 

（略） 

(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 

１の９ 老人福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 法第29条第９項の規定による報

告の受理 

 (5) 法第29条第10項の規定による公

表 

 (6) 法第29条第11項の規定による報

告の徴収及び立入検査 

 (7) 法第29条第13項の規定による命

令 

 (8) 法第29条第14項の規定による命

令 

 (9) 法第29条第15項の規定による公

示 

 (10) 法第29条第16項の規定による

（略） 

別表（第２条関係） 

(1)・(2) （略） 

(3) 県民生活・環境部関係 

事      務 市町村 

（略） 

10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律（以下この項に

おいて「法」という｡)に基づく事務

のうち、次に掲げるもの（２以上の

市町村の区域に係るものを除く｡) 

(1)～(9) （略） 

三条市 

（略） 

(4) （略） 

(5) 福祉保健部関係 

事      務 市町村 

（略） 

１の９ 老人福祉法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 (4) 法第29条第９項の規定による報

告の徴収及び立入検査 

 (5) 法第29条第11項の規定による命

令 

 

 

 (6) 法第29条第12項の規定による公

示 

 

（略） 
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通知 

 (11) 法第29条第17項の規定による

援助 

１の10 （略） （略） 

１の11 介護保険法（以下この項にお

いて「法」という｡)に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（居宅介護支

援事業若しくは介護予防支援事業の

みを行う介護サービス事業者又は地

域密着型サービス事業、居宅介護支

援事業、地域密着型介護予防サービ

ス事業若しくは介護予防支援事業の

うち複数の事業を行う介護サービス

事業者であって、指定に係る全ての

事業所が一の市町村の区域に所在す

る介護サービス事業者に係るものに

限る｡) 

 (1) 法第115条の32第２項第１号の

規定による業務管理体制の整備に

関する事項の届出の受理 

 (2) 法第115条の32第３項の規定に

よる変更の届出の受理 

 (3) 法第115条の32第４項の規定に

よる変更の届出の受理 

 (4) 法第115条の33第１項の規定に

よる命令、出頭の要求及び立入検

査 

 (5) 法第115条の33第３項の規定に

よる要求 

 (6) 法第115条の33第４項の規定に

よる通知 

 (7) 法第115条の34第１項の規定に

よる勧告 

 (8) 法第115条の34第２項の規定に

よる公表 

 (9) 法第115条の34第３項の規定に

よる命令 

 (10) 法第115条の34第４項の規定

による公示 

 (11) 法第115条の34第５項の規定

による通知 

村上市 

（略） 

６ 水道法（昭和32年法律第177号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（法第３条第７項に規定する簡易

専用水道に係るものに限る｡) 

 (1) （略） 

 (2) 法第37条の規定による命令 

 

聖 籠

町、弥

彦村、

湯 沢

町、関

川村及

び粟島

浦村 

 

 

 

１の10 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

６ 水道法（昭和32年法律第177号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

 

 (1) （略） 

 (2) 法第37条の規定による命令（簡

易専用水道に係るものに限る｡) 

聖 籠

町、湯

沢町、

関川村

及び粟

島浦村 
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 (3) （略）   

６の２ 水道法（以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（法第３条第６項に

規定する専用水道に係るものに限

る｡) 

 (1) 法第32条の規定による確認 

 (2) 法第33条第１項の規定による申

請の受理 

 (3) 法第33条第３項の規定による変

更の届出の受理 

 (4) 法第33条第５項の規定による通

知 

 (5) 法第34条第１項において準用す

る法第13条第１項の規定による届

出の受理 

 (6) 法第34条第１項において準用す

る法第24条の３第２項の規定によ

る届出の受理 

 (7) 法第36条第１項の規定による指

示 

 (8) 法第36条第２項の規定による勧

告 

 (9) 法第37条の規定による命令 

 (10) 法第39条第２項の規定による

報告の徴収及び立入検査 

弥彦村 

（略） 

(6) 産業労働部関係 

事      務 市町村 
  
１ 中小企業等協同組合法（昭和24年

法律第181号。以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（事業協同組合、事

業協同小組合及び協同組合連合会

（２以上の市町村の区域に係るもの

を除く｡)並びに企業組合に係るもの

に限る｡) 

 (1)～(39) （略） 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

燕市、

妙高市

及び佐

渡市 
  
（略） 

３の２ 中小企業団体の組織に関する

法律（昭和32年法律第185号。以下

この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（２

以上の市町村の区域内に事務所を設

置する協業組合並びに２以上の市町

村の区域に係る事業協同組合及び事

業協同小組合に係るものを除く｡) 

 (1)～(22) （略） 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

燕市、

妙高市

及び佐

渡市 

 (3) （略） 

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(6) 産業労働部関係 

事      務 市町村 
  
１ 中小企業等協同組合法（昭和24年

法律第181号。以下この項において

「法」という｡)に基づく事務のうち、

次に掲げるもの（事業協同組合、事

業協同小組合及び協同組合連合会

（２以上の市町村の区域に係るもの

を除く｡)並びに企業組合に係るもの

に限る｡) 

 (1)～(39) （略） 

 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

妙高市

及び佐

渡市 

  
（略） 

３の２ 中小企業団体の組織に関する

法律（昭和32年法律第185号。以下

この項において「法」という｡)に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（２

以上の市町村の区域内に事務所を設

置する協業組合並びに２以上の市町

村の区域に係る事業協同組合及び事

業協同小組合に係るものを除く｡) 

 (1)～(22) （略） 

 

三 条

市、加

茂市、

十日町

市、見

附市、

妙高市

及び佐

渡市 
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（略） 

(6)の２ （略） 

(7) 農林水産部関係 

事      務 市町村 

（略） 

３ 農業振興地域の整備に関する法律

（昭和44年法律第58号。以下この項

において「法」という｡)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

 (1)～(6) （略） 

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷

市、十

日 町

市、村

上市、

燕市、

糸魚川

市、妙

高市、

五 泉

市、上

越市、

阿賀野

市、佐

渡市、

魚 沼

市、南

魚 沼

市、胎

内市、

聖 籠

町、弥

彦村、

出雲崎

町、湯

沢町、

津南町

及び刈

羽村 

 

 
  
（略） 

(8) 農地部関係 

事      務 市町村 

  １ 農地法（昭和27年法律第229号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(13) （略） 

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷

（略） 

(6)の２ （略） 

(7) 農林水産部関係 

事      務 市町村 

（略） 

３ 農業振興地域の整備に関する法律

（昭和44年法律第58号。以下この項

において「法」という｡)に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上

の市町村の区域に係るものを除く｡) 

 (1)～(6) （略） 

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷

市、十

日 町

市、見

附市、

村 上

市、燕

市、糸

魚 川

市、妙

高市、

五 泉

市、上

越市、

阿賀野

市、佐

渡市、

魚 沼

市、南

魚 沼

市、胎

内市、

聖 籠

町、弥

彦村、

出雲崎

町、湯

沢町、

津南町

及び刈

羽村  
  
（略） 

(8) 農地部関係 

事      務 市町村 

  １ 農地法（昭和27年法律第229号。

以下この項において「法」という｡)

に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(13) （略) 

三 条

市、柏

崎市、

新発田

市、小

千 谷
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市、加

茂市、

十日町

市、村

上市、

燕市、

糸魚川

市、妙

高市、

五 泉

市、上

越市、

阿賀野

市、佐

渡市、

胎 内

市、聖

籠町、

弥 彦

村、阿

賀町、

出雲崎

町、湯

沢町、

津 南

町、刈

羽村、

関川村

及び粟

島浦村 
  
  
  

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

（略） 

(9) （略） 

市、加

茂市、

見 附

市、村

上市、

燕市、

妙 高

市、上

越市、

阿賀野

市、佐

渡市、

胎 内

市、聖

籠町、

弥 彦

村、阿

賀町、

出雲崎

町、湯

沢町、

津 南

町、関

川村及

び粟島

浦村 

 

 

 

 
  
２ 農地法に基づく事務のうち、１の

項各号に掲げるもの（同一の事業の

目的に供するため２ヘクタールを超

える農地を農地以外のものにする場

合又は同一の事業の目的に供するた

め２ヘクタールを超える農地若しく

はその農地と併せて採草放牧地につ

いて権利を取得する場合に係るもの

を除く｡) 

十日町

市、糸

魚 川

市、五

泉市及

び刈羽

村 

  
３ （略） （略） 

３の２ （略） （略） 

（略） 

(9) （略） 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）の規

定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。 
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新潟県条例第32号 

新潟県毒物及び劇物取締法施行条例の一部を改正する条例 

新潟県毒物及び劇物取締法施行条例（平成12年新潟県条例第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項（以下「移動別表項」という｡)を当該移動別

表項に対応する次の表の改正後の欄中別表の項の表示に下線が引かれた別表の項とする。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する次

の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の項の表示を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合

には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分

を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
（品目管理） 

第３条 毒物又は劇物の販売業者（以下「毒物劇物

販売業者」という｡)は、店舗ごとに帳簿を備え、

毒物又は劇物を譲り受け、譲り渡し、若しくは廃

棄したとき又は法第17条に規定する事故が生じた

ときは、その都度、品目ごとに次に掲げる事項を

記載しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 

 

別表（第９条関係） 

手数料を納めなければ

ならない者 

名 称 手数料の額 

１ 法第４条第２項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

又は輸入業の登録

を受けようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

２ 法第４条第２項

の規定により毒物

又は劇物の販売業

の登録を受けようと

する者 

（略） （略） 

   
３ 法第４条第３項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

（略） （略） 

（品目管理） 

第３条 毒物又は劇物の販売業者（以下「毒物劇物

販売業者」という｡)は、店舗ごとに帳簿を備え、

毒物又は劇物を譲り受け、譲り渡し、若しくは廃

棄したとき又は法第16条の２に掲げる事故が生じ

たときは、その都度、品目ごとに次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 

 

別表（第９条関係） 

手数料を納めなければ

ならない者 

名 称 手数料の額 

１ 法第４条第２項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

又は輸入業の登録

（政令第36条の７

第１項第１号に規

定する製剤製造業

者等（以下「製剤製

造業者等」という｡)

に係るものに限る｡)

を受けようとする者 

（略） （略） 

２ 法第４条第２項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

又は輸入業の登録

（製剤製造業者等

に係るものを除く｡)

を受けようとする者 

毒物劇物

製造業又

は輸入業

の登録申

請経由手

数料 

１件につき 

20,700円 

３ 法第４条第３項

の規定により毒物

又は劇物の販売業

の登録を受けようと

する者 

（略） （略） 

   
４ 法第４条第４項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

（略） （略） 
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又は輸入業の登録

の更新を受けようと

する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
４ 法第４条第３項

の規定により毒物

又は劇物の販売業

の登録の更新を受

けようとする者 

（略） （略） 

５ （略） 

６ 法第９条第２項

において準用する法

第４条第２項の規

定により毒物又は

劇物の製造業又は

輸入業の登録の変

更を受けようとする

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

  

又は輸入業の登録

（製剤製造業者等

に係るものに限る｡)

の更新を受けようと

する者 
   
５ 法第４条第４項

の規定により毒物

又は劇物の製造業

又は輸入業の登録

（製剤製造業者等

に係るものを除く｡)

の更新を受けようと

する者 

毒物劇物

製造業又

は輸入業

の登録更

新申請経

由手数料 

１件につき 

6,800円 

６ 法第４条第４項

の規定により毒物

又は劇物の販売業

の登録の更新を受

けようとする者 

（略） （略） 

７ （略） 

８ 法第９条第２項

において準用する法

第４条第２項の規

定により毒物又は

劇物の製造業又は

輸入業の登録（製剤

製造業者等に係る

ものに限る｡)の変更

を受けようとする者 

（略） （略） 

９ 法第９条第２項

において準用する法

第４条第２項の規

定により毒物又は

劇物の製造業又は

輸入業の登録（製剤

製造業者等に係る

ものを除く｡)の変更

を受けようとする者 

毒物劇物

製造業又

は輸入業

の登録変

更申請経

由手数料 

１件につき 

3,200円 

10 （略） 

11 （略） 

12 （略） 

  
  
附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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新潟県条例第33号 

新潟県内水面水産試験場手数料徴収条例 

 （手数料の徴収） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定に基づき、新潟県内水面水産試験場において輸出用の

水産動物（こい及び金魚に限る｡)が特定の伝染性疾病の病原体を広げるおそれがないことを証する証明書（以

下「証明書」という｡)の交付を受けようとする者から、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。 

 （手数料の額） 

第２条 手数料の額は、証明書１通につき1,600円とする。 

 （免除） 

第３条 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。 

 （徴収方法） 

第４条 手数料は、条例で定める証紙により徴収する。 

 （不還付） 

第５条 既に納めた手数料は、還付しない。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

新潟県条例第34号 

建築士法の特例等に関する条例の一部を改正する条例 

建築士法の特例等に関する条例（昭和59年新潟県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改正

後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表（第３条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の

額 

１ 法第４条第３項

又は第５項の規定

により２級建築士

又は木造建築士の

免許を受けようと

する者 

２級建築士又

は木造建築士

の免許手数料 

１件につ

き 

24,400円 

（略） 

３ 法第13条の規定

による２級建築士

試験又は木造建築

士試験を受けよう

とする者 

２級建築士試

験又は木造建

築士試験手数

料 

１件につ

き 

18,500円 

（略） 
 

別表（第３条関係） 

手数料を納めなけれ

ばならない者 

名   称 手数料の

額 

１ 法第４条第２項

又は第３項の規定

により２級建築士

又は木造建築士の

免許を受けようと

する者 

２級建築士又

は木造建築士

の免許手数料 

１件につ

き 

19,300円 

（略） 

３ 法第13条の規定

による２級建築士

試験又は木造建築

士試験を受けよう

とする者 

２級建築士試

験又は木造建

築士試験手数

料 

１件につ

き 

17,900円 

（略） 

  
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 建築士法（昭和25年法律第202号）第４条第３項の規定に基づく２級建築士又は木造建築士の免許を受けよう

とする者であって、この条例の施行の日前に同法第13条の規定による２級建築士試験に合格したもの（沖縄の

復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和47年政令第115号）第100条の規定により２

級建築士の免許を受けることができる者を含む｡)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の建築士

法の特例等に関する条例別表１の項の規定の適用については、同項中「24,400円」とあるのは､｢19,300円」と

する。 
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新潟県条例第35号 

新潟県流域下水道事業の設置等に関する条例 

 （事業の設置） 

第１条 都市の健全な発達及び県民の公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、

新潟県流域下水道事業（以下「流域下水道事業」という｡)を設置する。 

 （法の財務規定等の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という｡)第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭

和27年政令第403号）第１条第２項の規定に基づき、流域下水道事業に法第２条第２項に規定する財務規定等を

適用する。 

 （経営の基本） 

第３条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなけ

ればならない。 

２ 流域下水道事業の対象となる流域下水道の名称、処理区及び処理する区域の存する市町村は、新潟県流域下

水道条例（昭和55年新潟県条例第10号）第２条に規定する名称、処理区及び処理する区域の存する市町村とす

る。 

 （重要な資産の取得及び処分） 

第４条 法第33条第２項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び

処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格）が

7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、１

件２万平方メートル以上のものに係るものに限る｡)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２の２第８項の規定により流域

下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。 

 （会計事務の処理） 

第６条 法第34条の２ただし書の規定により、流域下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限は、会計管理

者に行わせるものとする。 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 流域下水道事業の業務に関し、法第40条第２項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は

贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が１件7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償

の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。 

 （業務状況説明書類の作成） 

第８条 知事は、流域下水道事業に関し、法第40条の２第１項の規定により、毎事業年度４月１日から９月30日

までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月１日から３月31日までの業務の状況を説明する書類

を５月31日までに作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類

においては前事業年度の決算の状況を、５月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算

の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

 (1) 事業の概況 

 (2) 経理の状況 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成す

ることができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （新潟県特別会計条例の一部改正） 

２ 新潟県特別会計条例（昭和41年新潟県条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)に対応する同表の改正後の欄
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中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号と

し、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２

項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。 

 (1)～(7) （略） 

 

 (8) （略） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２

項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 新潟県流域下水道事業特別会計 

 (9) （略） 
  

 （新潟県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 新潟県流域下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 

 

新潟県条例第36号 

新潟県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

 （特別強化区域の指定） 

第17条 暴力団の活動の状況を勘案して、暴力団排

除を徹底することにより、安全で安心なまちづく

りを特に強力に推進する必要がある区域として、

次に掲げる区域を暴力団排除特別強化区域（以下

「特別強化区域」という｡)として指定する。 

 (1)～(22) （略） 

 (23) 長岡市大手通１丁目及び２丁目の区域 

 (24) 長岡市城内町１丁目から３丁目までの区域 

 (25) 長岡市東坂之上町１丁目から３丁目までの

区域 

 (26) 長岡市坂之上町１丁目から３丁目までの区

域 

 (27) 長岡市殿町１丁目から３丁目までの区域 

 

第24条 （略） 

２ 前項第２号の罪を犯した者が自首したときは、

その刑を減軽し、又は免除することができる。 

 （特別強化区域の指定） 

第17条 暴力団の活動の状況を勘案して、暴力団排

除を徹底することにより、安全で安心なまちづく

りを特に強力に推進する必要がある区域として、

次に掲げる区域を暴力団排除特別強化区域（以下

「特別強化区域」という｡)として指定する。 

 (1)～(22) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第24条 （略） 

 

  
附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正は、令和２年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第24条第２項の規定は、この条例の施行前にした行為についてこの条例の施行後に自首した者につ

いても、適用する。 
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